
　　

－　沖縄県警察　－

※行方不明者を含む

観光客

米軍人等

沖縄県内における死者数（過去５年間）

水難事故死者の特徴
（行為別、県民のみ、令和２年）

水難事故死者の特徴
（罹災者別、令和２年）

（原因不明等）
その他

通行中

水難事故防止条例で「 」が定められました

43人



２ 複数での利用に努め、

お互いに目を離さない。

３ 過労､睡眠不足､飲酒、

薬物服用の状態で利用

しない。

４ ライフジャケットや

ウェットスーツなどの

浮力体を必ず着用する。

５ 器具等の正しい使用

方法を習得し、使用前

の点検・整備をする。

６ 海洋危険生物への

知識（被害防止方法、

被害時の応急処置要

領）を習得する。

１ 風向、潮流、離岸流、

高波等の影響によって

水難事故に遭う危険が

ある場所(場合)を利用

しない。

・ハブクラゲ（酢をかけて触手を取り除く）

・カツオノエボシ（海水で触手を流す）

・オニダルマオコゼ（大きなトゲは取り除き、４０～

４５℃のお湯につける）

・ガンガゼ（大きなトゲは取り除き、４０～４５℃の

お湯につける）



 道路交通法上、自転車は 
軽車両と位置付けられてい 
ます。歩道と車道の区別が 
あるところは車道通行が原 
則です。ただし、道路外の 
施設や場所に出入りするた 
め、やむを得ず歩道又は路 
側帯を横断するときは除き 
ます。 

また、児童･幼児、高齢者 

（７０歳以上）及び車道通行 

に支障がある身体の不自 

由な人が運転する場合、ま 

た車道通行が危険な場合も 

歩道通行ができます。 

３月以下の懲役又は５万円以下の罰金 
(道路交通法第17条) 

３月以下の懲役又は５万円以下の罰金 
(道路交通法第17・18条) 

２万円以下の罰金又は科料 

 
 
 
 
 

上の標識のある歩道 

は自転車が通行でき 

ますが、歩行者のじゃ 

まになるときは一時停 

止しまょう。 

児童(６歳以上１３歳未
満)・幼児（６歳未満）を
自転車に乗車させる時
は、ヘルメットを着用さ
せるよう努めなければ
なりません。 

(道路交通法第63条の４) 

(道路交通法第63条の11) 




